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【訪問リハビリテーション】 
 
（問４１）リハビリテーションマネジメント加算が本体加算に包括化された

が、定期的な評価や計画表作成は現在と同頻度必要か。 
（答） 

定期的評価等については従来通り行う必要がある。 
なお、今回の介護報酬改定に伴い、運営基準の解釈通知も改正し、リハビ

リテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照さ

れたい。 
 
 
【居宅療養管理指導】 
 
（問４２）看護職員の居宅療養管理指導について、医師の訪問看護指示書が

必要か。 
（答） 

看護職員による居宅療養管理指導の必要性については、要介護認定の際に

主治医から提出される「主治医意見書」の「看護職員の訪問による相談・支

援」の項目のチェックの有無又は「特記すべき事項」の記載内容等により判

断されるのであり、現在の訪問看護のような指示書は必要でない。 
 
（問４３）要介護認定、要介護認定の更新又は要介護状態の区分変更の認定

に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービスの提供

を開始してから２月の間に１回を限度として算定するとなっている

が、利用者の状態の変化に伴い居宅サービス計画が変更された場合は

該当しないと考えて良いか。 
（答） 

そのとおりである。 
 
（問４４）看護職員による居宅療養管理指導において実施する内容は何か。

診療の補助行為は実施できるのか。 
（答） 

看護職員による居宅療養管理指導は、療養上の相談及び支援を行うもので

あり、診療の補助行為を実施しただけでは、居宅療養管理指導費は算定でき

ない。 
 
（問４５）主治医意見書において「訪問看護」と、「看護職員の訪問による

相談・支援」の両方の項にチェックがある場合、どちらのサービスを



 - 20 -

優先すべきか。 

（答） 

訪問看護と看護職員による居宅療養管理指導はどちらか一方のサービスの

み算定できることとなっていることから、このような事例においては、利用

者等の意向も踏まえつつ、サービス担当者会議において、どちらのサービス

を提供することが利用者にとって適切であるかを検討して選択されるべきで

ある。 

 

 

【通所介護】 

 

（問４６）個別機能訓練加算Ⅱの算定を予定していた利用者について、月の途

中で、必要な計画の変更等を行い、同加算Ⅰに変更して差し支えないか。

（答）  

個別機能訓練加算Ⅱの要件を満たす事業所は、当然に同加算Ⅰの要件も満

たすものであるが、同一事業所において同加算Ⅱと同加算Ⅰの双方を算定す

ることを想定している場合には、双方の加算を取る旨の体制届出を行ってい

る必要がある。問のケースのように、同加算Ⅱを算定すると予定していた日

において、その要件を満たすことはできないが、同加算Ⅰの要件を満たすと

きは、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得て、必要な計画の変更等を

行い、同加算Ⅰを算定することは差し支えない。 

 

（問４７）介護予防通所介護と一体的に運営される通所介護において、個別機

能訓練加算Ⅱを算定するために配置された機能訓練指導員が、介護予防

通所介護の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練

指導員を兼務することは差し支えないか。 

（答）  

通所介護の個別機能訓練の提供及び介護予防通所介護の運動器機能向上サ

ービスの提供、それぞれに支障のない範囲で可能である。 

  

（問４８）個別機能訓練加算Ⅱの要件である複数の種類の機能訓練の項目はど

のくらい必要か。 

（答）  

複数の種類の機能訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他

の職員から助言等を受けながら、利用者が主体的に機能訓練の項目を選択す

ることによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大されることで

ある。よって、仮に、項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待で

きるときは、加算の要件を満たすものである。 

 




